
休暇はどのようなものがありますか？ 

休暇は取得できますか？ 

Ｓ（Ｒ５年入庁） 

検察事務官 

 休暇はもちろん取得できます！近年高松高検では、職員一人当

たり平均して年間２０日以上取得しています。 

 休暇の種類としては、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇

等があります。年次休暇は、毎年２０日与えられ、繰越しもできる

ので最大で年間４０日になり、いつでも取得できます。特別休暇に

は結婚休暇、産前・産後休暇、男性の育児参加休暇、子の看護休暇、

いわゆる忌引き休暇等様々な種類があります。その中でも夏季特

別休暇（７月～９月の間で連続した３日間）は毎年全職員が取得し

ており、年次休暇と合わせて１週間以上の夏休みを取っている職

員も多くいます。 

 検察庁では、休暇の取得が推進されているためとても休みやす

く、私は去年から休みたいときに休めないことは一度もありませ

んでした！また、休暇のほかにもそれぞれのライフスタイルに合

わせて早出・遅出勤務もでき、職員のプライベートがより充実した

ものになるような制度になっています！ 
 ←Ｑ＆Ａにもどる 

今年もジャンジャン 

LIVE参戦するぞー！！ 

https://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/h_takamatsu/page1000001_00017.html#anchor4

